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虐待防止措置未実施減算

令和４年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の場合に減
算となります。
具体的には、以下に該当する場合に基本報酬を減算するものです。

①虐待防止委員会を定期的に（１年に１回以上）開催していない場合
※法人単位での開催可。身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・
運営すること可。テレビ電話装置等を活用しての実施可。

②虐待の防止のための研修を定期的に（１年に１回以上）実施してい
ない場合

③虐待防止措置（上記①②）を適切に実施するための担当者を配置し
ていない場合

・基準を満たしていない状況が確認された場合には、市に対して、速やかに
改善計画を提出し、３月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行うことを
求める
・事実が生じた日の翌月から改善が認められた月までの間について減算

※「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたこと
を指すものである 1



所定単位数の１％を減算

（対象サービス：）全サービス

虐待防止措置未実施減算（つづき）
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身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合に利用者全員につ
いて減算となります。

※身体拘束等を行っていない場合も、身体拘束等の適正化を図る措置
を講じる必要があります。

具体的には、以下に該当すると減算対象です。

①やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を
記録していない。
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に
（１年に１回以上）開催していない。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に（１年
に１回以上）実施していない。

自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、
地域定着支援、障害児相談支援は身体拘束廃止未実施減算の
対象外です。

身体拘束廃止未実施減算
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複数の減算事由に該当する場合であっても、減算率は所定のものとな
ります。

所定単位数の１０％を減算
（対象サービス：）障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支
援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同
生活援助、宿泊型自立訓練

所定単位数の１％を減算
（対象サービス：）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立
訓練を除く）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就
労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型
児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービス
を除く）

身体拘束廃止未実施減算（つづき）
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業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又
は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、
基本報酬を減算するものです。

具体的には、以下の基準に適応していない場合に減算となります。

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス
の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業
務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講
じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状
況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につい
て、基本報酬を減算するものです。

業務継続計画未策定減算
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複数の減算事由に該当する場合であっても、減算率は所定のものとな
ります。

所定単位数の３％を減算
（対象サービス：）
療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行
う各サービスを含む）、共同生活援助 、宿泊型自立訓練、障害児入所
施設

所定単位数の１％を減算
（対象サービス：）
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支
援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定
着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居
宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各
サービスを除く）

業務継続計画未策定減算（つづき）
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一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置が設けられて
います。令和７年４月１日以降は経過措置がありませんのでご注
意ください。

令和７年３月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止の
ための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定
を行っている場合には、減算を適用しない。

ただし、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援及び障害児
相談支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度
障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児
童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、
地域移行支援、地域定着支援については、「 非常災害に関する具
体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和７年
３月 31 日までの間、減算を適用しない。

就労選択支援については、令和９年３月 31 日までの間、減算を
適用しない経過措置を設ける。

業務継続計画未策定減算（つづき）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１
（令和６年３月29日 厚生労働省発出）より抜粋

業務継続計画未策定減算（つづき）
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障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている基本
報酬を減算するものです。

障害者総合支援法第76条の3及び児童福祉法第 33 条の 18 においては、
①事業者は、支援の提供を開始しようとするとき、支援の内容及び
事業者・施設の運営状況に関する情報を指定権者に報告すること
②指定権者は、当該報告の内容を公表すること
を求めています。

これは障害福祉サービス等情報公表制度のことで、WAMNET の障害福
祉サービス等事業所情報検索システムを通じて報告・公表するもの
です。

情報公表未報告減算
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情報公表未報告減算（つづき）

事業者が当該報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を
行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員に
ついて、基本報酬について所定単位数から減算するものです。

所定単位数の10 ％を減算
（対象サービス：）
療養介護 、施設入所支援（施設入所支援のほか 、障害者支援施設が行う各
サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設

所定単位数の５％を減算
（対象サービス：）
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短
期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、
就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支
援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育
所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）
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